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申し込み先　児童保育課（(0848)6042*0848+2130）または各支所地域振興課へ
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宮沖五丁目5番1号　
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幸崎町能地3043番地1
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高坂町真良2153番地

長谷一丁目5番21号

宗郷四丁目8番19号

本郷南五丁目8番1号

下北方一丁目8番1号
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西野三丁目8番18号

宮浦六丁目21番12号

沼田東町片島249番地3

港町一丁目6番6号  コウサキビル2階

大和町下徳良697番地2
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保　育　所　名 所　在　地 定員(人) 電話番号 保育時間 延長保育 対象年齢

公
立

法
人
立

公
立

11時〜13時
日 111/ 月 成人式を 
開催します 

ところ　芸術文化センター ポポロ　ホール
内　容　第１部　成人式典
　　　　第２部　新成人を祝う会
対　象　平成元年4月2日〜平成2年4月1日生まれの人
※市内に住民票がある人には、12月1日（火）
に案内状を発送します。
※学業や就職などのため、市内に住民票が
ない人で、成人式に出席を希望する人は、
青少年女性課へ連絡、または電子申請
（https://www.e-tetsuzuki99.com/eap-
pj/hiroshima/?）で申し込みをしてください。
※介助の必要な人は、事前に連絡してください。
問い合わせ先　青少年女性課（(0848+9234*0848)

5912）

18時30分〜20時

月 
日 1412/ 

携帯電話から電子
申請する人は、次
のバーコードを利
用してください。
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高齢者虐待防止講演会 

ところ　中央公民館　中講堂
講　師　伊藤社会福祉士事務所
　　　　伊藤由美子さん
パネルディスカッション・事例発表
　民生委員児童委員　正田信子さん、東部地域
包括支援センターどりぃむ　松島靖和さん、
保健福祉課　中元恭子ほか

対　象　介護支援専門員、介護保険事業所従事者、
民生委員児童委員など

定　員　150人（先着順）
参加費　無料
問い合わせ先　高齢者福
祉課（(0848)6055*
0848+2130）

H21 (2009) 12.1

受付期間　12月１日（火）〜21日（月）
対　　象　次のいずれにも該当する人
　?市内在住で、来年4月から新しく入所を希望する人
C仕事や介護などで家庭保育が困難な人

※大和認定こども園の短時間利用を希望する人は?に

該当する人。
※申込用紙は児童保育課（市役所本庁2階）、各支所
地域振興課、各保育所、大和認定こども園に用意し
ています。
※延長保育には別途利用料が必要です。

　公立・法人立保育所、大和認定こども園の入所申し込みを、次のとおり受け付けます。 


